
 

 

千葉市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成事業要綱 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この要綱は、地震発生時の建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、多数の人の円滑な避難、

救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の

耐震改修、建替え及び除却に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、

安全で災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）補助事業 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱に定める建築物耐震対策緊急促進事

業、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）（以下「耐震改修促進法」

という。）第６条第１項の規定による千葉市耐震改修促進計画に基づき、この要綱及び千葉市緊急

輸送道路沿道建築物耐震改修等助成事業補助金交付要綱（以下「補助要綱」という。）に基づき、

耐震改修、建替え及び除却を行う補助事業者に対し、市が補助金を交付する千葉市緊急輸送道路

沿道建築物耐震改修等助成事業をいう。 

（２）緊急輸送道路 災害時における多数の人の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊

急物資の輸送等を確保するため、千葉県耐震改修促進計画及び千葉市地域防災計画に位置づけら

れた路線。 

（３）緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第１４条第１項第３号に掲げる建築物（耐震改修促

進法第７条に規定する要安全確認計画記載建築物であるものを含む）で、緊急輸送道路に接する

建築物をいう。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人等が所有するもの及びその部分は除く。 
（４）補助対象建築物 緊急輸送道路沿道建築物で次のア、イ及びウ又はエに該当するものいう。 

ア 千葉市域内にあるもの 

イ 昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準に基づき設計・建設されたもの 

ウ 既存耐震不適格建築物であるもの 

エ 構造耐震指標及び保有水平耐力に係る指標が次のいずれかに該当するもの 

（ア）木造建築物の場合、Ｉｗが１．０未満 

（イ）鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の場合、Ｉｓが０．６

未満又はｑが１．０未満 

（５）補助事業者 次のいずれかに該当し、市からの補助金の交付を受けて補助対象建築物の耐震改

修、建替え及び除却を行う者をいう。 

ア 補助事業を行う補助対象建築物の所有者（複数の者が共同所有する場合、共同所有者全員に

より合意された代表者又は建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）に定め

る区分所有者の団体） 

イ その他市長がアに掲げる者と同等と認める者 

（６）耐震診断 耐震診断者が行う耐震改修促進法第２条第１項に規定する耐震診断で、同法第４条

第１項の基本方針に基づき建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。 
（７）耐震改修 耐震改修促進法第２条第２項に規定する耐震改修で、同法第４条第１項の基本方針

に基づき、次の要件を満たす耐震改修工事をすることをいう。 

ア 木造建築物の場合、Ｉｗが１．０以上 

イ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の場合、Ｉｓが０．６以

上かつｑを１．０以上 

（８）建替え 既存建築物を除却後、既存建築物の同等以上の延べ面積の建築物を建築することをい

う。ただし、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３条第３項に規定する建築物の場合は、

その限りではない。 

（９）耐震改修工事監理者 次のいずれかに該当する者であって、建築士法（昭和２５年法律第２０



 

 

１号）及びこの要綱に基づき緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事の監理を行う者をいう。 
ア 一般社団法人日本建築防災協会の耐震改修技術者講習会の受講を修了した者（ただし、建築

士法の規定により必要となる資格を有する者） 

イ 千葉市耐震診断助成事業要綱に規定する木造住宅耐震診断士名簿又はマンション耐震診断士

名簿に記載されている者。ただし、建築士法の規定により必要となる資格を有する者。 

ウ 建築士法の規定により必要となる資格を有する建築士 

（１０）耐震改修工事施工者 市内に本店、支店又は営業所等を開設している建設業法（昭和２４年

法律第１００号）の建築工事業、の許可を受けた者であって、この要綱に基づき補助対象建築物

の耐震改修工事を行う者をいう。 

（１１）建替え工事施工者 市内に本店、支店又は営業所等を開設している建設業法の建築工事業の

許可を受けた者であって、この要綱に基づき補助対象建築物の建替え工事を行う者をいう。 

（１２）除却工事施工者 市内に本店、支店又は営業所等を開設している建設業法の建築工事業若し

くは解体工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）の解体工事業者の登録を受けた者であって、この要綱に基づき補助対象建築物の除却工

事を行う者をいう。 

 

   第２章 耐震改修 

 （耐震改修の方法） 

第３条 補助対象建築物の耐震改修は、前条第４号に規定する認定に係る認定書及び設計図（以下「改

修設計図」という。）のとおりに行わなければならない。 
２ 耐震改修は、耐震改修工事監理者の工事監理により、耐震改修工事施工者が耐震改修工事を行わ

なければならない。 

 （耐震改修工事の監理） 

第４条 耐震改修工事監理者は、耐震改修工事の監理を、建築士法及びこの要綱に基づいて行わなけ

ればならない。 

２ 耐震改修工事監理者は、耐震改修に係る工事の内容を、改修設計図と照合し、改修設計図のとお

りに実施されていることを確認しなければならない。 

３ 耐震改修工事監理者は、改修設計図のとおりに実施されていないことを確認したとき、耐震改修

工事施工者に改修設計図のとおり施工するよう指示しなければならない。 

４ 耐震改修工事監理者は、前２項の業務の結果を文書に記録し、工事完了後、補助事業者に提出し

なければならない。 

５ 耐震改修工事監理者は、監理を適切に実施するため、工程等について、施工者と十分に調整を行

うものとする。 

６ 耐震改修工事監理者は、監理により知り得た補助事業者及び補助対象建築物の情報を、補助事業

以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。  

（耐震改修工事の施工） 

第５条 耐震改修工事施工者は、耐震改修工事を、この要綱、建設業法その他関係法令に基づいて行

なわなければならない。 

２ 耐震改修工事施工者は、補助事業者の意向を尊重し、良心的かつ誠意を持って業務にあたらなけ

ればならない。 

３ 耐震改修工事施工者は、耐震改修に必要な知識の習得及び技能の向上に努めなければならない。 

４ 耐震改修工事施工者は、工事の実施により知り得た補助事業者及び補助対象建築物の情報を、補

助事業以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

５ 耐震改修工事施工者は、改修設計図に忠実に工事を行なわなければならない。 

６ 耐震改修工事施工者は、工事期間中、耐震改修工事監理者に協力しなければならない。 

 （仕様の変更） 

第６条 耐震改修工事施工者は、改修設計図で定めた材料の仕様を変更しようとする場合、補助事業

者と協議するものとする。 



 

 

２ 耐震改修工事施工者は、前項の規定による協議の結果、補助事業者の了解が得られたとき、当該

仕様を変更し、施工することができるものとする。 

 （設計変更） 

第７条 施工に係る契約を締結した後、設計の変更を検討する必要が生じた場合、耐震改修工事施工

者は、その内容を、補助事業者及び改修設計図の設計者に説明しなければならない。 

２ 補助事業者から設計を変更する旨の通知がなされ、新たな設計図が提出された場合、耐震改修工

事施工者は、その内容を確認するものとする。 

３ 耐震改修工事施工者は、設計変更の内容を確認した結果、工事費に変更が生じると判断したとき

は、新たな設計図に基づく見積書を補助事業者に提出し、協議するものとする。 

４ 耐震改修工事施工者は、次のいずれにも該当するとき、新たな設計図に基づく工事（以下「変更

工事」という。）に係る契約を締結し、変更工事を実施するものとする。 

（１）変更工事を実施することについて補助事業者と合意したとき 

（２）設計の変更（軽微な変更を除く）に係る市長の承認が得られたとき 

 （施工写真） 

第８条 補助事業者は、耐震改修を改修設計図のとおり実施したことを自ら写真に撮影し、又は耐震

改修工事施工者若しくは耐震改修工事監理者に撮影させ、記録しなければならない。 

２ 前項に規定する写真は、次に掲げる状況写真と材料写真とする。 

（１）状況写真 耐震改修を行う部位ごとに、工事着手前、工事施工中及び工事完了後の状況を撮影

したもの 

（２）材料写真 使用した主な材料の寸法及び仕様を撮影したもの 

 

   第３章 建替え 

 （建替え工事の施工） 

第９条 建替え工事施工者は、建替えに係る工事を、この要綱、建設業法その他関係法令に基づいて

行なわなければならない。 

２ 建替え工事施工者は、補助事業者の意向を尊重し、良心的かつ誠意を持って業務にあたらなけれ

ばならない。 

３ 建替え工事施工者は、工事の実施により知り得た補助事業者及び補助対象建築物の情報を、補助

事業以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

４ 建替え工事施工者は、建築確認済証の交付を受けた建築確認申請書に忠実に工事を行なわなけれ

ばならない。 

 （設計変更） 

第１０条 施工に係る契約を締結した後、設計の変更を検討する必要が生じた場合、建替え工事施工

者は、その内容を、補助事業者に説明しなければならない。 

２ 補助事業者から設計を変更する旨の通知がなされ、新たな設計図が提出された場合、建替え工事

施工者は、その内容を確認するものとする。 

３ 建替え工事施工者は、設計変更の内容を確認した結果、工事費に変更が生じると判断したときは、

新たな設計図に基づく見積書を補助事業者に提出し、協議するものとする。 

４ 建替え工事施工者は、次のいずれにも該当するとき、新たな設計図に基づく工事（以下「変更工

事」という。）に係る契約を締結し、変更工事を実施するものとする。 

（１）変更工事を実施することについて補助事業者と合意したとき 

（２）設計の変更に係る建築確認済のもの（計画変更確認申請が不要のものを除く） 

（３）設計の変更に係る市長の承認が得られたとき（軽微な変更を除く） 

 （施工写真） 

第１１条 補助事業者は、建替えを建築確認図書のとおり実施したことを自ら写真に撮影し、又は建

替え工事施工者に撮影させ、記録しなければならない。 

２ 前項に規定する写真は、次に掲げる状況写真と材料写真とする。 

（１）状況写真 建替え工事着手前、工事施工中及び工事完了後の状況を撮影したもの 



 

 

（２）廃棄物写真 補助対象建築物を解体した際の廃棄物を撮影したもの 

   第４章 除却 

 （除却工事の施工） 

第１２条 除却工事施工者は、除却に係る工事を、この要綱、建設業法その他関係法令に基づいて行

なわなければならない。 

２ 除却工事施工者は、補助事業者の意向を尊重し、良心的かつ誠意を持って業務にあたらなければ

ならない。 

３ 除却工事施工者は、工事の実施により知り得た補助事業者及び補助対象建築物の情報を、補助事

業以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （施工写真） 

第１３条 補助事業者は、除却を実施したことを自ら写真に撮影し、又は除却工事施工者に撮影させ、

記録しなければならない。 

２ 前項に規定する写真は、次に掲げる状況写真と材料写真とする。 

（１）状況写真 除却工事着手前、工事施工中及び工事完了後の状況を撮影したもの 

（２）廃棄物写真 補助対象建築物を解体した際の廃棄物を撮影したもの 

 

   第５章 耐震改修費等の補助 

 （補助金の交付） 

第１４条 補助金の交付については、補助要綱に基づき実施するものとする。 

 （指導、監督） 

第１５条 市長は、補助事業を実施している補助事業者、耐震改修工事監理者、耐震改修工事施工者、

建替え工事施工者及び除却工事施工者に対して、事業の計画の状況等に関する報告を求めることが

できる。 

２ 市長は、補助事業を実施している補助事業者、耐震改修工事監理者、耐震改修工事施工者、建替

え工事施工者及び除却工事施工者に対して、事業の適正な執行を確保するために必要な措置を命じ、

又は必要な助言、勧告を行うことができる。 

 （委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、都市局長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


